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公告第３４号 

入 札 公 告 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告します。 

 

令和８年４月１３日 

大和高田市長 堀内 大造   

 

１ 件  名 統一的な基準による財務書類作成・固定資産台帳更新等業務委託 

２ 納入場所 大和高田市役所 

３ 契約期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

４ 業務内容等 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資格要件 この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満た

しているものとします。 

（１）大和高田市物品購入等競争入札参加資格者登録名簿に登録している

者であること。 

（２）令和３年４月１日以降において市以上の地方公共団体における同業

務（財務書類作成及び固定資産台帳更新業務）の履行実績を２以上有す

る者であること。 

（３）同業務に従事した公認会計士又は税理士の資格を有する者（契約締

結時点において継続して３か月以上の雇用関係にある者）を業務従事者

として配置できる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の

申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、会社更生法

の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の

決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）

に基づく資格停止措置を受けている者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱

（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でな

いこと。 

（８）組合とその組合員について、同時に当該案件に入札参加資格確認申

請を行っていないこと。 

６ 競争入札参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札

参加資格確認申請書等（以下｢申請書等」という。）を提出し、競争入札参

加資格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請

書等を提出しない者又は入札日において競争入札参加資格がないと認めら
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れた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）様式については、大和高田市ホームページ（以下「本市ホームペー

ジ」という。）の「入札･契約情報」よりダウンロードしてください。 

（２）必要書類は、次のとおりとします。 

① 一般競争入札参加資格確認申請書（指定様式） 

② 暴力団排除に関する誓約書（指定様式） 

③ 組合員名簿の写し（組合が参加する場合に限る。） 

④ ５（２）に係る履行実績を証するもの（２以上の契約書の写し等） 

⑤ 業務従事者届出書（指定様式） 

※ ５（３）に係る者の資格を証する書類（資格者証の写し）及び

所属会社と３か月以上の雇用関係を証する書類を添付すること。 

（３）申請書等の提出は、持参又は郵送（「一般書留郵便」又は「簡易書留

郵便」に限る。）とします。 

（４）受付期間 

令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２４日（金）まで。ただ

し、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時

までを除きます。 

（６）提出場所・郵送先 

〒６３５－８５１１ 

大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ４階総務部総務課 

（７）参加申請の取下げ 

  申請書等の提出後、当該案件への参加申請を取下げする場合は、（４）

の受付期間内に入札参加資格確認申請取下申出書（以下「取下申出書」

という。）を（６）の提出場所へ提出してください。取下申出書について

は、提出後の撤回はできないものとします。 

（８）その他注意事項 

組合とその組合員が同時に当該案件に入札参加資格確認申請を行って

いる場合（以下「組合員の重複」という。）には、該当する全ての者につ

いて当該案件の入札参加資格を認めないものとします。ただし、参加申

請締切日までの間に当該案件への参加申請を取下げ、組合員の重複が解

消された場合は、この限りではありません。 

７ 競争入札参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、

その結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

提出期限の翌日より３日以内。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除

きます。 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書及び入

札書類一式を送付します。 
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（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送

付します。 

８ 入札説明書（仕様書）

についての質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次の

とおり行います。質疑応答票は市様式（任意様式可）とし、市様式は本市

ホームページに掲載しています。 

（１）受付期限 

令和８年５月１日（金）午後５時まで 

（２）送信先 

大和高田市役所 総務部総務課 

ＦＡＸ ０７４５－５２－２８０１ 

（３）回答期限 

令和８年５月８日（金）午後５時まで 

質疑回答は、本案件の入札公告ページに掲載します。なお、入札事務

に関しての問い合わせは質問者にのみ回答します。 

９ 入札書の提出方法 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

令和８年５月１４日（木）。入札執行日の前日であるため、この日の翌

日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市 総務課 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によ

るものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書への記載 入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税

等抜きの金額で記載してください。 

１１ 入札保証金 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約

規則（平成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１０

０分の５に相当する金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入

札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じる

こととなります。 

１２ 開札の日時等 入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

令和８年５月１５日（金）午前１０時２０分 

（２）場所 

大和高田市役所 ３階会議室１ 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、後日本市ホームページで公表します。 
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１３ 入札の無効 無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽

の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時

点において５に示した参加資格要件を満たさなくなった者のした入札 

１４ 落札者の決定 落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１５ 契約保証金 免除します。 

１６ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないとき

は、開札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 


